
令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定

における口述審査について

1° 目的

国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程（以下「実施規程」という｡）第22条に

基づき参議院議員から政策担当秘書選考採用審査認定の申請があった27名について、実

施規程第18条に定める口述の方法による審査（以下「口述審査」 という｡）を行い、政

策担当秘書として採用するに相応しいかどうかを審査する。

2． 日時及び場所

日時 令和3年10月6日 （水）

場所 参議院第二別館東棟6階会議室

3．実施方法

(1)口述審査は、口述審査員3名で構成する口述審査班2班によって行うこととし、

口述審査員は、審査認定委員長が参議院事務局及び参議院法制局の職員の中から委嘱

する。

(2)口述審査班の主任審査員は、専門員、事務局・法制局の部長又は特別調査室長と

し、事務局・法制局の副部長、課長等又は首席調査員等を陪席審査員とする。

（別紙1－a参照）

(3)口述審査は、実施規定第19条各号に定める審査認定を受けることができる者の要件

ごとの審査対象者の区分にしたがい、それぞれの評定の基準及び方法（4．参照）に

基づいて行う。

(4)審査対象者に対する質問等の発言は、主として主任審査員が行い、陪席審査員は、

必要がある場合に補足的に質問する。

(5)口述審査班の主任審査員は、 口述審査班の審査の結果を議員課長に提出し、

議員課長はそれを審査認定委員会に報告する。

4．評定基準及び評定方法
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○政策担当秘書選考採用審査（口述）の際の質問例 (B11紙1－．参照）
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別紙1－a

令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定
口述審査員

令和3年10月6日 （水）

◎第1班
①主任審査員
q■■■■■■■■■ ■■■■■■

②陪席審査員
0■■■■■■■■■■ ■■■■■■

③陪席審査員
q■■■■■■■■■■ ■■■■■■

◎第2班
①主任審査員
■■■■■■■■■■ ■■■■■■

②陪席審査員
0■■■■■■■■■■ ■■■■■■

③陪席審査員
I■■■■■■■■■■ ■■■■■■



別紙1－b

令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定
口述審査日程

令和3年10月6日（水）実施
第2班第1班
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※選考採用審査認定申請者数
研修コース 17名
試験コース 1名
博士コース 2名
著書コース 7名
合計 27名
※審査時間は、対象者1名当たりq■■
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別紙1－c

令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定口述審査

評定票

審査対象者氏名 （ふりがな） 要件順番

<<I1偵番>> (対象者氏名） 区分
審査開始予定時刻審査員氏名 《役職名》

第審査室
面倒荊台日該リ(審査員氏名）
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別紙1－．

令和3年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定

口述審査の際の質問例
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